
斉藤国交大臣に要望書を提出

斉藤鉄夫国土交通大臣へ要望書を提出　（左から）斉藤鉄夫国土交通大臣、中村裕昌会長、松永幸久幹事長

　国土交通省斉藤鉄夫大臣と中村裕昌会長、松永
幸久幹事長、大西剛義組織広報委員長は令和6年
９月９日（月）、国土交通省大臣室において「令和７年
以降の空き家・所有不明土地対策」「金利上昇に伴
う住宅ローン」「既存物件の価値の見直し」をテー
マに対談し、要望書を提出しました。

みには温度差があります。今のところ、京都市だけが
指定を受けている状態です。
　この制度は市区町村の指定となっているため、国
土交通省より制度活用の促進をしていただくととも
に、令和７年度に向けた空き家・所有不明土地対策
についてお聞かせください。

斉藤国交大臣―――
　今年4月に公表された「令和5年住宅・土地統計
調査」によると、空き家の数は約900万戸に達してい
ることが分かりました。
　空き家の発生から利活用まで一括して所有者を
サポートできるノウハウを持つ不動産業の皆様の役
割は非常に大きいです。6月には「不動産業による空
き家対策推進プログラム」を公表しました。このプログ
ラムは、空き家の流通や利活用を強力に推進するた
めのものです。
　「空き家対策推進プログラム」の理解を広め、市町
村と不動産業団体とのマッチングの機会を提供でき
るよう、説明会の開催や「地域価値共創プラット
フォーム」の立ち上げなども行っていく予定です。
　不動産業の皆様のビジネス化を支援しつつ、不動
産業の強みを存分に発揮できる体制が強化できるよ
う、官民一体となって取り組んで参りたいと考えており
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ます。
　国土交通省としても、市町村が指定制度を円滑に
運用できるよう指定に当たっての手続きや留意点な
どを手引きとして公表し、市町村が支援法人による
業務に対して委託費等を支出する場合には国庫補
助の対象として支援しています。

　その他、土地基本法に基づいて「土地基本方針」
を6月に閣議決定し、所有者不明土地対策を含めた
人口減少時代に対応する土地政策をまとめました。
　この土地基本方針を踏まえ、「サステナブルな土
地の利用・管理」の実現に向けた低未利用土地全
般に対する有効な活用・管理のあり方などに関して
「土地政策研究会　中間とりまとめ」を7月に公表し
ました。
　国土交通省としましては、こうした新たな方針・提
言を踏まえ引き続き、所有者不明土地等対策を支援
するための予算確保、所有者不明土地の発生抑制
に資する低未利用土地の円滑な土地利用転換等を
図る施策を推進してまいります。
　先ほど申し上げた空き家対策と、これらの所有者
不明土地等対策を一体的・総合的に推進し、空き
家・土地の有効活用や適切な管理を図り、地域経済
の活性化に繋げてまいります。

中村会長―――
　3月19日にマイナス金利が解除されました。住宅
ローンの金利が低い水準で推移してきたのは、住宅
購入を後押しして経済循環を促す目的もありました。
今後、住宅ローンを利用しづらい環境となれば、不動
産の購入需要はさらに低下する可能性があり、経済
循環を促す施策としての有効性が薄れることになり
ます。このような状況を踏まえ、金利上昇に見合った
軽減措置を実施していただきたいと考えております
が、国土交通省としてのお考えをお聞かせください。

中村会長―――
団塊世代が令和7年（2025年）に後期高齢者となり、
高齢者の人口が3,677万人に達すると予想されま
す。この増加によって空き家や所有者不明土地の問
題がさらに深刻化すると懸念しています。令和5年6
月に改正された「空家等対策の推進に関する特別
措置法」では、空家等管理活用支援法人制度が創
設されましたが、依然として地方自治体による取り組
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斉藤大臣との対談　（左から）斉藤鉄夫国土交通大臣、中村裕昌会長、松永

幸久幹事長、大西剛義委員長

■令和７年以降の空き家・所有不明
　土地対策について

■金利上昇に伴う
　住宅ローンの影響について


